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判例研究

Z
は
物
卜
代
位
の
た
め
の
£
押
命
令
を
判
年

γ成
丘
年
一

月
。
日
に
付
、
こ
の
債
権
差
押
命
令
は
同
一
月
一
一
日
に
主
に
送
達
さ

れ
〔
効
力
を
党
し
(
民
執
一
凶

π条
四
項
)
〕
た
。
月
一
八
円
に
、

B

は
被
州
裁
判
所
の
許
吋
を
得
て
v
u
!
E
ら
へ
の
川
口
代
金
品
求
権
を

X
に

諜
浪

L
、
こ
の
該
渡
の

Y
ら
へ
の
通
知
は
同
年
一
月
四
日
に
な
さ
れ
た
ハ

川
月
三

O
口
に

Z
は

A
の

L
に
対
す
る
転
売
債
権
の
債
権
差
押
命
令
を

得
、
そ
れ
は
主
け
一
日
に
vu
に
送
淫
さ
れ
た
。

彼
岸
管
財
人

B
が
vu
ち
に
売
買
代
合
の
文
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を
促
起

し
〔
日
時
不
明
〕
、

Z
(
〔
独
す
当
事
占
〕
参
加
人
)
は
、
動
係
先
取
特
権

に
基
づ
く
物
L
L

代
位
権
を

h
使
〕

V
Pり
か
ら
そ
の
支
払
い
を
う
け
た
と
し

亡
、
川
口
代
金
清
水
栴
が

Z
に
属
す
る
こ
と
と
vu
ら
の
γ

人
払
い
に
よ
り
消

滅
し
た
こ
と
の
伴
認
を
求
め
た
〔
そ
の
彼
Y
ら
へ
の
完
げ
、
代
金
請
求
債
符

を

B
か
ら
譲
り
受
け
た

X
が
訴
訟
引
受
し
、

B
は
訴
訟
か
ら
脱
退
し
た
。

一O
凶
条
に
よ
る
と
第
一
債
湾
計
か
ら
の
「
払
い
波
し
ま

に
つ
い
て
、

X
は
、
民
法

た
は
引
き
渡
し
一
の
前
に
債
梓
左
打
え
命
令
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
執
れ
と
)
て
品
川
一
今
債
務
官
か
ら
の
支
払
い
が
予
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
払
い
を
受
け
た
後
に
債
権
£
抑
え
命
令
を
得
た

と
し
て
も
執
行
的
余
地
が
な
い
排
効
な
も
の
と
な
り
、
物
上
代
休
梓
の
行

使
と
し
て
は
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で

Y
ら
の
支
払
い
は
弁
済
と
し
て
の
効

力
を
欠
く
、
と
主
張
し
た
り
そ
れ
に
刻
L
Z
と

Y
ら
は
、

Z
に
対
L
Y
ら

が
支
払
っ
た
の
は
、
債
権
主
州
命
令
が
あ
る
ま
で
は
預
か
り
金
で
あ
り
債

惇
£
押
命
令
を
得
た
段
階
で
売
買
代
人
の
弁
消
と
し
て
吸
わ
れ
る
と
合
意

さ
れ
て
い
る
じ
し
た
が
っ
て
、

(
v
h

へ
の
物
上
代
伏
権
わ
使
に
つ
い
て
は
、

執
行
抗
目
撃
却
決
定
に
つ
き
許
可
抗
山
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
債
権

差
押
も
認
め
ら
れ
る
叫
能
性
が
残
さ
れ
て
お
り
よ
「
動
産
先
取
特
権
に
基

づ
く
物
上
代
伏
権
の
安
休
要
件
が
あ
る
川
上
、
債
権
芹
押
が
な
さ
れ
る
べ

き
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
「
Z
は
債
権
芹
抑
命
令
を
得
た
後
に

Y
ら
か
ら
そ

の
支
払
い
を
下
つ
け
た
も
の
と
汗
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の

弁
済
は
有
効
で
あ
る
一
。
似
に
物
十
代
位
権
の
行
使
と
し
て
債
権
差
押
命

令
を
得
る
前
に
支
払
い
を
う
け
る
こ
と
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
Y

ら
は
、
い
ず
れ
も
参
加
人
に
物
卜
代
位
権
が
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
代

金
を
立
払
っ
た
省
で
あ
る
か
ら
、
仲
間
梓
の
準
I
U
ム
竹
告
に
対
す
る
弁
凶
と
し

て
有
効
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

Y
ら
に
対
す
る
売
買
代
金
請
求
権
が
消
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減
し
て
い
る
」
、
と
ー
+
張
し
た
υ

東
以
小
地
裁
は
、
「
民
法
三
心
四
条
が
『
払
渡
ま
た
は
引
渡
μ

前
の
左
押

え
を
要
求
し
た
趣
旨
は
、
ギ
と
し
て

E
弁
凶
を
強
い
ら
れ
る
危
険
か
ら

約
一
債
務
計
を
保
議
す
る
こ
と
に
あ
る
と
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
破
産

者
に
対
す
る
動
崖
先
取
持
佐
に
基
づ
く
物
上
代
休
梓
に
つ
い
て
の
実
体
以

件
が
存
存
し
て
い
る
本
件
に
お
い
て
、
第
三
債
務
省
で
あ
る
被
竹
ら
が
債

権
五
抑
命
令
を
虫
求
せ
ず
に
灯
且
に
参
加
人
に
売
買
代
金
を
支
払
っ
た
も



の
で
あ
る
以
、
参
加
入
が
そ
の
後
に
債
権
差
押
命
令
を
得
る
こ
と
に

よ
っ
て
い
民
法
三

O
四
条
の
要
件
が
光
比
(
追
完
)
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
」
む
あ
り
、
第
三
債
務
者
か
ら
の
支
払
い
を
受
け
た
後
に
債
権

芳
州
命
令
を
得
て
お
り
、
巾
す
山
中
の
債
権
に
つ
い
て
も
物
上
代
休
の
実
体

要
引
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、

Y
ら
か
ら
事
つ
け
た

Z
の
弁
済
は
有
効
で
あ

り
、
破
産
会
社
の
完
口
代
金
請
主
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
、
ト
と
し
た
そ
し
て
、

X
は
絞
産
管
財
人

B
の
地
位
を
そ
の
ま
ま
継
承

す
る
に
過
き
な
い
か
ら
債
権
の
消
滅
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ

り、

Z
が
支
払
い
を
う
け
た
こ
と
は
、
物
1
代
位
権
の
行
使
と
し
て
適
法

と
い
え
る
か
ら
権
利
濫
尉
に
当
た
ら
な
い
、
と
し
て
、

X
の
話
求
を
長
却

し
Z
の
請
求
を
認
J

詳
し
た
り

X
は
控
訴
し
、
一

O
凶
条

項
刊
書
は
物
よ
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代
位
維
を
行
使
す
る
の
に
払
波
し
ま
た
は
引
渡

L
P剛
に
完
押
さ
え
る
こ
と

を
県
本
し
て
い
る
が
vu
に
対
す
る
来
押
え
が
な
い
の
で
V

む
か
ら

Z
へ
の
支

払
い
は
熱
効
で
あ
り
、

Z
の
巴
と
vu
へ
の
債
権
の
差
押
え
を
し
な
い
で
受

け
た
支
払
い
は
鉦
効
で
あ
り
、
被
産
裁
判
所
の
許
叫
を
得
て
管
財
人
か
ら

受
け
た
債
権
設
仮
は

Y
ら
に
通
知
を

ν
た
の
で

Z
に
対
抗
で
き
る
、
と
十
七

仮
し
た
。

東
京
尚
裁
は
、

Z
の
独
立
当
事
者
参
加
は
、
確
認
の
利
益
を
欠
き
、
川
民

事
訴
訟
法
四
七
条
川
{
止
の
参
加
の
要
作
を
欠
く
不
適
法
な
も
の
な
の
で
穴
J
J

加
人
の
本
刊
訴
え
は
却
卜
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
民
法
三
。

凶
条
項
の
先
取
特
権
者
の
物
卜
代
位
に
お
け
る
差
押
え
の
挫
骨
門
的

は
、
「
先
取
特
惇
者
の
す
る
差
押
え
に
よ
っ
て
、
第
今
一
債
務
者
が
金
銭
そ

の
他
の
判
的
物
を
債
務
省
に
払
波
し
ま
た
は
川
引
主
践
す
?
」
と
が
禁
止
さ

れ
、
他
心
、

債
務
者
が
第
三
債
務
者
か
ら
債
権
を
取
り
す
て
ま
た
は
こ
れ

を
第
三
省
に
該
浪
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
杭
巣
、
物
代
作
の
片
的
と

な
る
債
権
(
日
的
債
権
)
の
特
疋
性
が
保
持
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
物
ト
代

休
権
の
効
力
を
保
全
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
他
国
一

E
弁
済
を
強
い
ら
れ

る
危
険
か
ら
約
一
債
務
者
を
保
議

L
、
ま
た
は
円
的
債
惇
を
一
説
り
受
け
た

第
一
一
者
ら
が
よ
小
測
の
日
書
を
被
る
こ
と
を
防

H
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

る
」
ご
最
判
昭
和
六

O
年
七
川
一
九
け
民
集
一
九
巻
有
号
一
一
一
一
良
、
平
成

。
午
一
月
一
一
心
白
川
町
集
万
一
巻
号
一
貫
ご
と
し
た
、
そ
し
て
、
「
抵

当
権
設
定
笠
ぷ
に
よ
り
そ
の
存
在
お
よ
び
そ
の
効
刈
が
物
上
代
位
の
円
的

債
権
に
止
ぶ
こ
と
が
公
不
き
れ
る
抵
当
権
と
異
な
り
、
動
産
!
川
町
民
先
取
特

権
は
、
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
効
力
が
物
代
付
の
片
的
債

停
に
及
ぶ
こ
と
が
対
外
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
債
権
品
波
の
対
抗
望
件
を
具
備
)
た
目
的
債
権
の
該
波
よ
り
も
動
産

売
買
先
取
特
権
に
た
づ
く
物
上
代
位
権
の
行
使
に
よ
る
差
押
え
が
優
先
す

る
と
す
れ
ば
、
品
川
栓
譲
渡
に
よ
り
時
定
的
に
債
佐
譲
受
人
に

H
的
情
佐
が

帰
属
し
た
と
の
第
三
債
務
者
の
信
頼
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明
ら

か
」
で
あ
り
、
「
ま
た
、
動
産
売
買
先
取
特
権
者
は
、
目
的
物
が
売
却
さ

北法57(2-26;))777



判例研究

れ
た
場
介
に
当
時
完
口
代
金
債
権
等
に
対
し
て
物
上
代
件
に
悲
づ
く
芹
押

え
を
す
る
こ
と
が
山
来
る
と
い
う
占
で
」
当
該
債
権
の
設
会
人
と
は
「
債

権
が
一
重
に
譲
彼
き
れ
た
場
介
の
第
一
議
主
人
と
治
一
譲
受
人
と
類
似
す

る
関
係
に
斗
つ
か
ら
、
助
出
売
買
先
取
特
権
に
悲
づ
く
物
上
代
休
悼
恨
の
行

使
と
け
的
債
権
の
議
波
と
は
、
物
ト
代
位
に
基
づ
く
£
押
命
令
の
第
三
債

務
省
に
対
す
る
送
達
と
債
権
譲
渡
的
対
抗
要
刊
の
具
備
と
の
前
後
関
係
に

よ
っ
て
そ
の
優
劣
を
決
す
べ
き
対
抗
悶
係
に
斗
っ
と
僻
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
」
、
と
し
、
「
以
卜
よ
り
」
、
「
先
取
特
権
者
が
だ
押
え
を
得
な
い
ま
ま
、

第一今
債
務
占
か
ら
物
卜
代
位
構
の
行
使
と
し
て
債
権
の
主
払
い
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
ず
、
第
三
債
務
者
は
、
目
的
債
権
消
滅
を
債
務
計
(
目
的
債

権
の
債
権
荷
)
又
は
目
的
債
権
を
譲
り
受
け
た
第
三
計
に
キ
張
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
先
取
持
作
省
も
物
上
代
位
桂
の
優
先
停
を
よ
J

張
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
僻
さ
れ
る
」
と
し
た
じ
そ
し
て
、
本
件
で
は

Y
ら
か
ら

Z
に
ー
父
付
さ
れ
た
金
銭
は
預
入
金
で
あ
り
、
差
押
え
命
令
が
発
せ
ら
れ
た

時
出
で
売
買
代
人
じ
の
立
払
い
と
し
て
処
即
す
る
日
の
合
意
が
成
す
し
て
お

り、

vu
と
主
に
つ
い
て
は
払
波
〕
又
は
引
波
)
前
に
左
押
え
が
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

vu
に
つ
い
て
は
、
物
ト
代
位
の
実
体
要
刊
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
差
押
え
が
な
け
れ
ば
有
効
な
支
払
い
に
は
な
ら
ず
、
ま

た、

Z
は
債
権
の
準
内
有
者
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
物
上
代
作
に
本
つ
一

く
を
抑
命
令
の
送
達
の
前
に
債
権
譲
渡
の
通
知
に
よ
り
対
抗
要
件
が
具
備

さ
れ
た
vu
と
巴
に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
、

X
の
高
求
を
認
め
た
〕
巴
が
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山
し
た
。

[
判
旨
]
「
民
法
一

G
四
条
項
た
だ
し
害
は
、
先
取
特
持
者
が
物
L
L
代
位
惟
を

行
使
す
る
に
は
払
波
し

λ
は
川
引
渡
し
の
前
に
注
押
え
を
す
る
こ
と
を
要
す

る
旨
を
児
I

疋
し
て
い
る
」
が
、
こ
の
規
定
は
、
「
扶
当
権
と
は
異
な
り
公

一
ボ
上
刀
法
が
存
在
し
な
い
動
産
売
買
の
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
、
物
上
代
位

の
目
的
債
権
町
議
受
人
件
寸
町
第
一
一
者
の
利
益
を
保
護
す
る
飽
旨
を
青
む
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
「
そ
う
す
る
と
、
動
産
売
口
の
先
取
特

権
首
は
、
物
ト
代
位
の
円
的
債
権
が
譲
渡
さ
れ
、
第
一
二
者
に
対
す
る
対
抗

要
刊
が
備
え
ら
れ
た
後
に
お
い
て
は
、
円
的
位
佐
を
井
し
出
押
さ
え
て
物
上

代
位
性
情
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
僻
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
よ

A
社
は
、

X
が
本
件
転
売
代
金
位
権
を
設
り
f
l
け
て
第
一
者
に
刻

す
る
対
抗
攻
件
を
仙
え
た
後
に
、
動
産
『
川
聞は
の
先
取
持
停
に
志
づ
く
物
上

代
位
惟
の
行
使
と
し
て
、
本
作
恥
売
代
金
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
の
で
、

巴
は

X
に
対

L
、
十
本
件
転
売
代
金
債
権
に
つ
い
亡
支
払
兵
務
を
負
う
。
最

判

小

一

O
年
一
月
一
一

O
口
・
民
集
主
一
巻
一
号
一
頁
、
最
判
三
小
。

作
片
一
心
口
第
三
小
法
佳
判
決
及
判
集
民
事
一
八
七
号
同
七
頁
に
つ

い
て
は
、
「
事
案
を
川
実
に
し
、
本
件
に
迫
切
で
は
な
い
」
。
以
卜
の
よ
う
に



し
て
、
主
の
卜
刊
を
棄
却
し
た
。

1 

本
判
決
の
や
置
づ
け

本
判
沃
は
「
動
斥
売
買
の
先
取
特
格
者
は
、
物
上
代
位
の
け
的
債
権
が

譲
渡
さ
れ
て
第
三
占
に
対
す
る
対
抗
安
件
が
備
え
ら
れ
た
後
に
お
い
て

は、

H
的
債
権
を
左
し
出
押
さ
え
て
物
上
代
休
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
し
て
、
動
産
売
問
先
取
特
梓
に
よ
る
物
上
代
位
に
志
づ
く
債
梓

ギ
押
命
令
送
淫
が
、
第
一
今
#
引
の
債
権
譲
受
の
対
抗
要
件
具
備
に
遅
れ
る
場

合
に
、
物
上
代
位
の
行
伎
を
実
際
に
併
定
し
た
初
め
て
の
最
口
裁
判
決
で

あ
る
υ

2 

先
例

民事判例研究 (2) 

動
枠
売
買
先
取
持
作
に
志
づ
く
物
上
代
伏
の
わ
使
と
、
目
的
債
権
に
つ

い
て
の
他
的
利
台
関
係
省
の
権
利
行
使
の
優
劣
に
つ
い
て
は
、
般
債
権

者
に
よ
る
差
押
え
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
①
最
判
二
小
昭
和
ハ
ロ
ー

ヒ
月
一
九

H
民
集
一
九
巻
石
号
二
三
六
貝
が
あ
る
。
第
一
小
法
廷
は
、

物
上
代
作
に
本
づ
く
差
押
え
が
一
般
債
権
者
の
芹
押
に
遅
れ
る
こ
と
か
ら

先
取
特
権
白
の
優
先
栴
を
否
定
し
た
原
審
を
被
裂
し
た
。
そ
し
て
、
動
産

売
買
先
取
特
権
に
悲
づ
く
物
上
代
伏
の
た
め
の
芳
州
え
が
、
一
般
債
権
者

の
仮
定
押
え
や
差
押
え
に
遅
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
恥
付
命
令
に
効
力
が

q
じ
る
の
で
配
当
期
日
に
お
い
て
配
当
呉
設
の
申
し
山
と
配
当
異
議

η訴

え
に
よ
り
優
先
配
当
を
主
張
し
て
配
当
表
の
変
更
を
求
め
ら
れ
る
と
し

て
、
般
債
枠
省
の
仮
差
押
に
遅
れ
て
転
売
債
権
を
売
し
出
押
え
た
動
産
売

買
先
取
特
権
者
に
優
先
配
当
を
認
め
た
、
こ
こ
で
は
、
一
一
口
同
条
の
ギ
抑

え
の
趣
骨
が
、
特
定
性
維
持
に
よ
る
物
卜
代
位
権
の
効
h
A
保
全
、
第
三
債

務
省
や
第
一
昔
の
不
測
の
県
吉
の
防
け
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

小
法
判
決
は
、
傍
論
で
一
般
債
権
者
の
芹
押
え
後
の
物
1
代
位
の
行
使
を

吋
能
と
し
た
、
、
必
最
判
一
ー
小
町
和
五
九
年
一
月
二
川
・
民
集
三
八
巻
三
号

凶
一

R
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
百
一
は
一

O
凶
条
の
差
押
え
の

「
趣
旨
一
を
特
定
性
維
持
に
よ
る
物
上
代
伏
権
の
効
力
保
ム
と
第
一
者
の

不
測
の
初
害
の
防
止
で
あ
る
と
し
て
、
先
取
特
権
者
は
、
債
F

持
者
が
破
産

寸
川
門
を
受
け
た
場
合
で
も
円
的
位
協
併
を
た
し
押
え
て
物
代
位
権
を
行
使

で
き
る
と
し
た
n

J[11 
?有代こ
の伶の
防によ
I1 慕う
とて5 こ
しく
て x.(1) 
い押と
るえ 3
の半IJ
趣決
旨は
をと

特に
{、

許勤
維で産
持さ売
と買
[:fj 先
取
TI特
の権
不計
測の
の物

北法57(2.267) 779 

し
か
し
そ
の
段
、
抵
当
権
に
よ
る
物
卜
代
位
と
債
権
設
波
に
閲
す
る
な

貝
と
④
最
判
一

最
判
二
小
平
成
一

O
ザ
一
月
一

O
口
民
生
五

一
巻
一
号



判例研究

六
一
八
号
九
只
が
、
一
心
凶
条
の
也

旨
を
第
一
一
債
務
省
の
一
重
払
い
の
防
川
と
し
た
り
そ
し
て
、
債
比
併
設
波
の

対
抗
要
件
回
一
怖
が
払
波
し
ま
た
は
引
沼
し
に
談
当
し
な
い
と
し
て
、
賃
料

債
権
の
譲
受
人
の
対
抗
別
件
具
備
校
に
、
抵
当
権
者
が
賃
料
債
権
へ
の
物

ト
代
位
に
つ
い
て
の
差
押
え
を
わ
っ
た
場
作
に
お
い
て
、
物
卜
代
位
の
行

使
を
認
め
た

小
ト
ナ
成
。
年
一
月

。
日
判
時

以
卜
の
よ
う
に
左
押
、
え
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
考
、
ぇ
方
の
速
い
に
よ
り
、

のや
J

は
先
取
特
梓
の
場
合
に
つ
き
第
今
一
朽
の
一
般
債
権
に
基
づ
く
差
押
え

は
「
払
波
し
ま
た
は
引
渡
し
一
で
は
な
い
と
し
て
い
る
と
評
価
し
う
る
c

ま
た
、
品
川
辺
は
、
択
当
権
の
場
合
に
、
第
三
省
の
慣
権
該
呈
の
対
抗
要
件

具
備
が
「
私
一
段
し
ま
た
は
引
波
し
」
に
該
当
し
な
い
と
明
示
し
た
も
の
で

式
的
サ
ゐ
、

3 

学
説

L 分保務
健かペモ首
合れ説保心
さるを E生τ凹
せ=明 JL，n条
てそ碓、の
主の化前差
え上あ二押
るずる者え
i見 、しゐのの
がいは j員槌
あ f 市'IJ '& ~守
りれ以防に
、かす止つ
特をるのい
に、対たて
|あ抗めは
言己 る iι 0) 
くわい件優特
③は的先定
のよ機権問
よべ能保緋
うて説と全τ持τ
にをにiJL' ~~~ ') 
特融与
定合え優第
性な方先三
維いが権 1責

わ持
れ(と
る三第

1可
σ〉
l" 
害
防，1 
)-

L 、
つ

つ
を
趣
旨
と
す
る
説
が
一
面
乱
と
汗

北法;)7(2'268)7肌

ををす治ら f~ 当
以前るーれ議快物
め徒考債たさに上
よとえ務権れ有代
うし方:{i'利るさ iす
とてに'"t~ '0 目{ iしを
す ;<.J 分外ありる制
る象かのるで権限
も物れ泊。〕認利す
のがて でめでる
、使い者同」らあ理
第務るの/えれる由
'-':(;よ利的五)- !-
債のう益に.:::. ¥，<，前
務 で侵削いみ#
者般あ害限 b考街
保則るをす与えr 量
護件。考るえを
説に存えの}，日、 m
が?見疋公がノ大 7.
干n咋不望 (llt
す維のま'"乙
る持制し)第(
前説点い特三 l

にはかと日Ij 11古)
差二らしに秘法
押 i 制て認省律
え~. 1虫、めが上

(
U
)

の
よ
、
つ
に

に構 るえう場相よ重
にいわのだ合比、う弁
J止基「け趣けにずに i汗
当づれで骨で、る、の
権くのはと保実〕こ危
に物"な物議直しの|倹
士宅卜場い上し的か の
つ代に(~ょにしつみ
く{すす {すう f号、はを
吻シつ のと E た、物
ト与と 帝IJ すのと比ト
代ぷし 限る第え較代
f立主て 範か~ L:f I杓 f立

Z持l主 国王号室空E
頭，-判 関え i呆三権 f~ に
にぎ決 i璽ブJ.説"'1!1cJす対
情ソま 卜Tがず令を
くくで が分る説 lムナ
議物り かかゃくる
論 1. 甚 義れ 対認利
で代品 的る律抗め益
あ肢は によに lt ると
つを 、 確う第イ牛車J L 
た'.'r主主 定にご説益て
別に し、者に衡考
物せ抵 て tZと"量 え
上ず当 い N いつにる



論た代
を f主{止
ir むの
つAIJfT 
た'-"lk {l企
じをに

IJt制
干1) 'JI 
L 自J
てな

物言
トは
代 1、

官事
制高
限内
寸 k
るゲF

A、三J

主〈
ーを物
あ上
る代
と{v:
いを
う認
議め

先
取
特
権
に
基
ワ
く
物
卜
代
位
と
抵
当
権
に
悲
づ
く
物
上
代
休
を
区
別

す
る
考
え
ん
は
、
債
比
併
設
波
が
一
(
l
v

一
凶
条
の
「
払
渡
し
又
は
引
波
し
」
に

入
る
と
い
う
先
取
特
怖
に
つ
い
て
の
必
②
判
決
と
は
追
っ
て
、
債
権
一
議
彼

が
「
払
波
し
ま
た
は
引
波
し
」
に
含
ま
れ
な
い
ト
と
す
る
低
当
権
に
つ
い
て

の
弓
引
判
次
を
支
持

L
区
別
す
る
文
脈
で
主
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
ト
代
位
と
抵
当
権
に
本
つ
く
物
上
代
位

の
区
別
の
閣
内
出
を
登
記
に
よ
る
公
一
以
と
迫
止
効
の
布
軒
、
に
あ
る
と
す
る
も

の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
動
産
い
ん
山貝
先
取
材
権
は
政
策
的
な
判
断
で
特

別
に
優
先
権
が
付
ワ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
第
一
村
に
不
測
の

民事判例研究 (2) 

11'るトト百己づな j員
な公代代のくい下町
い示 f土佐あ物しを
とを十手権る| 、与
解{平のを以代そえ
す一わ優対卜 iすもる
べな先抗は梓そ可
きし通↑Tで 、はも能
で動をき抵 J正 i且 f生
あ並抵る当当/止を
7) ;./~当の権栓ガJ お
うで買停は i& 0) もし
」、のの当定効 ;t て
と先ぷ然後力めま
ムマ ~x、定(ののらで
瓦特笠民賃ーれの
五十善ロ己法科部て効
J にに 債では力
つぷ七権あいは
いめ七のりな三認
てる条 1説 、いムドめ

はのご受、ら
で侭人抵「れ
/ド、土に当抵る
判営てyff対十手当ベ
決記ベし設権き
はに「てだにで
/えよ物物登基は

そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
条
文
に

R
別
が
な
い
こ
と
、

賃
料

債
権
へ
の
物
1
代
位
を
肯
定
す
る
と
き
に
は
択
当
権
と
先
取
特
権
の
同
質

性
を
強
制
し
て
一
パ
)
凶
条
を
準
刷
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
先
取

特
権
と
抵
当
権
の
物
!
代
杭
に
お
け
る
区
別
に
対
す
る
疑
問
が
あ
り
、
扶

当
権
に
基
づ
く
物
L
L
代
位
に
お
い
て
も
債
権
調
受
人
の
刊
誌
が
与
庖
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
き
れ
る

4 

検

)
学
説
に
お
け
る
本
件
の
分
析
に
つ
い
て

td察
す

る

本

件

で

附

債
1主
H袋

渡
で治、
あτ}合
~ 行 ま
lt 
る
か
ど
っ
か
」頁
との

「

JhJτ 
I肖こ

望払
'" 波
山 L
J 又
b 土
)守|

差 i度
州し

題
と
な
る
の
は
、

民
法
一
ワ
凶
条

え
の
趣
己
円
」

(a)
に
つ
い
て
は
当
扶
同
に
、

あ
る
い
は
明
一
凶
し
て
は
い
な
い
が
、
債

fT がかる梓
JL ~，提し、 l患
で b 起いと波
あ)さとさは
りにれし通れ払
そってうる惚
れし通しし批 = し
はぐる日朝l批又
l1eは。が半1) は

あ♂へとヲ|
権 (0 る ~'L iJ主
に '2; 。ずし
も判 イ父、に
投決件(当
ぶに 判旦た
べ従決る
きっ に lこと
でて おっ本
あ、 いい件
る T ててで
と成 も明最
L 、"尚
て七 区 I~ 1& 
(3) 年 四lなが
④判 にい述
判決 はのべ
決は 疑はて
に j空 間おい

北法57(2-269)781



判例研究

劣 保光能な仁王〉は
の(蕊取でい吃l 従
判 a 説特あの判う
断)で栴るで iたも
がのあのと、l' にの
な半Jjる場す灰おで
さ断と令るがいあ
れのいはもっ合てる
るあう複の 2いもベ
ベと区合、、第き
きご分説 0)奇三ご
で 、にでくあ(1).慣は
ああよ m あ判判務な
るるる i) 決決者い
と L、、、とを保と
いはと択潟支認す
うそい当主)持はる
考れう梓判し例も
えと三の決た示
はつ場をうに
を山Jの合合えすく.1)
、に考にわむき:'(2) 
一前えはせのず tU
段ニ方第て抜他決
階者がこ主介をと
記!とあ債え説排と
とのる務亡が斥も
こ慢 話、日i しに

こ
で
名
付
け
る
c

-
段
階
恥
に
よ
る
と
、
債
権
浜
法
が
「
払
波

L
又
は
引
浪
し
」
に
今
日
ま

れ
る
と
す
る
な
ら
、
物
上
代
併
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
債
権
設
波
前
に

完
し
押
さ
え
な
く
て
は
い
け
な
い
た
め
、
そ
の
後
の
物
卜
代
位
は
行
使
で

き
な
い
こ
と
に
な
り
、
本
件
で
は
先
取
特
権
者
は
物
上
代
位
が
そ
も
そ
も

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
A
け
に
は
、
先
取
特
権
者

と
債
栓
設
J

叫
ん
人
的
「
優
劣
の
ぷ
論
一
は
本
件
に
お
い
て
は
必
製
で
は
な
く

傍
論
、
と
な
る
コ
債
権
設
波
が
「
払
波

ν
V
〈
は
引
渡
ど
に
含
ま
れ
な
い
と

す
る
な
ら
、
債
権
一
謙
一
段
後
で
も
物
L
L

代
位
の
た
め
の
£
抑
え
が
認
め
ら
れ

る
の
で
、
次
の
段
階
と
し
て
、
先
取
特
権
者
と
債
権
調
受
人
の
「
優
劣
的

議
論
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
れ
と
は
逆
に
本
判
決
が
明
言
を
避

け
て
い
る
と
し
て
、
「
払
渡

L
J人
は
引
波

L
」
に
債
権
譲
渡
が
含
ま
れ
る

の
が
本
判
決
で
あ
る
と
柄
釈
し
た
場
合
に
は
、
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
直

接
的
に
先
取
特
権
者
の
わ
使
を
排
斥
で
き
る
メ
リ

y
J
が
あ
る
、
ま
た
、

本
件
の
場
合
に
は
、
仲
間
権
譲
彼
を
管
財
人
が
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は

違
い
、

債
権
設
波
を
債
務
者
が
れ
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
後
に
fhFd
や
取

り
消
し
の
可
能
引
が
両
く
な
る
。
そ
の
ぬ
ん
門
に
譲
渡
に
遅
れ
る
物
上
代
位

権
主
的
差
押
え
を
と
う
扱
う
か
と
い
う
両
削
な
議
論
も
避
け
る
こ
と
が
で

き
、
同
一
的
な
取
り
吸
い
が
可
能
と
な
る
c

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
て
し
ま
う
と
、
債
権
該
波
が
「
払
渡
し
又
は

川
引
渡
し
一
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
河
川
ゲ
判
決
と
本
刊
決
で
、
同
一
の
条
士

を
言
い
胤
飢
え
る
と
い
う
無
理
が
山
山
て
し
ま
う
じ
従
っ
て
③
白
判
決
を
前
提

と
し
亡
、
位
権
譲
渡
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
物
上
代
伏
権
者
の
わ
使
を

認
め
た
上
で
優
劣
を
ぷ
じ
る
一
段
階
以
に
よ
っ
た
ん
が
よ
り
説
得
的
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る

北法;;7(2' 270) 782 
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一
以
を
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て

き f
こ刀之
とは
で約
あ U 定
るとで
の設
ごう主
、さ

これ
のる
4止抵
判当
l土佐
安 0)
当物
で|

あ代
ろ位
うに
ハの
さみ
ら !!l:
lこ 4に
、さ

!J¥れ
当る
権ベ

め自
に体
益に
fTお
1'[ い
にて
つ物
い上
亡 il:
0) 位
疑の
問追
が及
あ効
るに
とっ
し、 L、
うて
見扱
解 L、
がが
あ i見
る，IiL 

て

る
た

民事判例研究 (2)

(
一
)
耽
述
二
)

(

a

)

の
よ
う
に
、
本
判
決
が
「
払
浪
し
又
は
川
引

説

L
」
に
債
権
誕
渡
が
入
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
場
合
に
は
、

(
b
)
の

利
羊
衡
〕
且
の
と
こ
ろ
で
不
測
の
相
害
が
債
権
譲
受
人
に
牛
じ
て
い
る
と
は

解
釈
し
が
た
い
。
そ
の
た
め
、
六
心
刊
判
決
に
従
っ
て
い
る
と
は
百
い
弛

い
と
さ
れ
る
の

物
卜
代
位
が
法
伴
卜
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
特
別

に
与
え
ら
れ
た
制
度
に
あ
る
に
せ
よ
、
債
権
譲
渡
が
「
払
漉
し
又
は
引
出

L
」
に
該
当
す
る
と
し
た
場
行
に
、
先
取
特
権
が
公
不
性
を
欠
く
こ
と
を

理
市
川
に
抵
当
住
と
先
取
特
栓
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
明
文
上
下
定
さ
れ
て

い
な
い
灰
別
ぜ
あ
る
)
債
権
設
波
が
「
弘
波
)
又
は
引
肢
と
に
該
当

ν

な
い
と
し
た
地
ん
門
に
も
、
明
文
の
『
い
と
こ
ろ
で
物
上
代
位
の
行
使
に
つ

い
て
の
制
以
を
行
っ
て
い
る
と
汗
例
で
き
る
。
明
文
の
な
い
と
こ
ろ
で
制

限
を
加
え
る
以
上
は
、
一
不
測
の
羽
合
」
を
実
蛍
的
に
判
断
し
制
似
の
T
I

当
引
を
一
ボ
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
芹
え
よ
う
υ

る。

具
本体(
半IJ がJ 三
決安)

は当既
治性述
にの
ずfつよ
σ〕し、つ
不てな
測の解
の批釈
組事j 卜
舎がの
を山疑
珂て問
白い亡と
とるぬJJl
しの半Jj
てと
は
明別
えに
か
ら本
は判
「決
払の

一
位
し
ま
た
は
引
波
し
」
に
明

μ
に
は
該
当
す
る
と
い
え
な
い
ぬ
ん
門
に
物
上

代
位
を
併
ん
た
す
る

υ
Lか
し
、
本
件
に
お
い
と
は
「
第
一
百
台
の
不
測
の
担

会
」
が
川
じ
う
る
宇
案
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
(
ご
で
述
べ
た

よ
う
に
、
明
丈
に
な
い
利
持
前
置
を
持
ち
山
し
本
来
の
権
利
を
併
I

疋
す
る

場
合
に
は
、
利
日
比
衡
U
Z
に
影
響
す
る
事
夫
が
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
。
本
件
で
は
動
産
先
口
先
取
特
権
者
の

ιι
を

管
財
人
が
w
J

見
知
し
、
そ
の
よ
う
な
管
財
人
か
ら
第
一
者
が
事
情
を
知
っ
て

債
権
を
譲
り
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
合
に
は
、
「
第
三
者
の
利
ぷ

を
保
識
す
る
一
に
只
体
的
妥
当
併
が
あ
る
の
か
と
う
か
、
実
質
的
判
断
の

た
め
に
破
宰
差
民
し
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ワ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
な
か
っ
た
本
件
の
実
質
的
判
断
と
し
て
は
、
詳

一
郎
~

市中
刊
の
同
い
場
合
に
積
称
的
な
位
梓
侵
害
な
ど
の
余
地
の
み
を
残
そ
う
と

い
う
こ
と
に
あ
る
つ
つ
ま
り
、
詐
害
行
為
を
す
証
ご
き
な
い
場
合
に
は
、
「
不

測
の
損
巾
ど
の
範
囲
の
単
な
る
悪
意
や
子
見
可
能
性
が
譲
受
人
に
あ
る
場

什
に
先
取
持
梓
長
の
追
及
を
免
れ
さ
せ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
与
え
方
で

あ
る
司
能
件
が
高
い
〔

本
判
決
を
F

削
捉
と

L
た
ト
で
物
代
位
の
執
行
逃
れ
を
防
止
す
る
た
め

北法57(2-271)783
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に
、
破
産
法
、
民
ポ
再
生
法
に
お
い
て
山
除
権
で
あ
る
動
産
売
買
先
取
特

権
に
つ
い
て
、
被
呼
管
財
人
は
、
包
新
執
行
占
と
し
て
の
義
務
を
負
う
べ

き
で
あ
る
と
い
う
指
拍
が
あ
る
〔
破
産
管
財
人
は
、
動
産
売
買
先
取
特
権

者
に
対
し
て
抵
当
権
に
与
え
る
の
と
制
等
の
手
続
的
処
辿
を
ワ
え
る
べ
き

で
あ
り
、
破
産
裁
判
所
は
こ
の
解
釈
論
の
祝
1

円
、
に
お
い
亡
、
彼
産
川
口
財
人

を
指
導
監
骨
す
べ
主
な
の
で
あ
る

さ
ら
に
、
本
件
で
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
債
権
設
受
人
の
支
払

う
代
価
に
つ
い
て
の
代
償
的
請
求
も
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
、
本
来
の
「
払
渡
し
ま
た
は
引
渡
し
一
と
は
退
、
つ
場
合
に
先
取
特
権
に

荒
づ
く
物
上
代
位
の
直
泣
力
を
「
第
一
告
の
不
測
の
損
害
」
を
浬
内
と
し

と
遮
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
代
償
で
あ
る
第
三
者
か
ら
の
代
何
へ
の
優

先
梓
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
示

に
よ
り
追
及
効
が
一
ぷ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
一
4
を
欠
く
こ
と
が
追
及

効
の
遮
断
の
坦
白
と
な
り
う
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
、
つ
し
た
と
こ
ろ
で
管
財
人
は
包
折
執
行
話
と
し
て
先
取

特
権
者
へ
の
衣
務
を
認
め
ら
れ
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
転
先
債
権
を
稲

田
を
下
回
ら
せ
ず
に
該
渡
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
転
山
ん
を

繰
り
返
す
と
譲
受
人
の
名
義
が
変
わ
る
£
押
え
を
制
維
に
す
る
こ
と
に
も

な
っ
て
し
ま
う
{
}
手
続
上
破
産
管
財
人
が
別
除
権
者
の
た
め
に
も
行
為
す

る
義
務
が
あ
る
と
す
る
制
民
話
肘
の
改
革
と
、
主
体
法
L
[

の
解
釈
と
の
、

両
I

刀
の
面
で
の
配
意
が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

北法;;7(2' 272) 784 

(
川
)
さ
ら
に
、
最
尚
裁
で
は
問
m
唱
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
本
件
は
売

キ
へ
の
支
払
い
の
あ
と
の
差
出
押
え
に
つ
い
て
、
物
卜
代
位
行
使
の
要
件
の

追
完
が
問
地
と
な
る
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
、
そ
の
こ
と
を
与
え
る
と
、

執
行
治
脱
に
つ
い
て
は
Y

Z
問
と

E
X
聞
の
と
ち
ら
に
そ
れ
が
強
く
認
め

ら
れ
る
の
か
判
断
の
分
か
れ
る
市
4

業
で
あ
ろ
う
じ
こ
の
よ
う
な
場
合
と
は

違
っ
て
、
動
話
回以
主
側
の
執
わ
潜
脱
の
疑
い
の
み
が
強
く
認
め
ら
れ
る
よ

う
な
場
介
で
あ
っ
て
も
完
ギ
を
救
済
す
る
こ
と
は
、
一
伴
に
あ
一
計
へ
の

設
沌
に
よ
り
物
上
代
殺
を
否
定
す
る
本
件
の
i

止
場
に
よ
ら
ず
、
個
別
に
「
第

一
一
面
の
小
測
の
損
巾
ど
を
与
え
る
す
坊
に
よ
っ
て
も
、
議
受
人
の
態
同
町
が

問
担
と
な
る
限
り
凶
刊
雑
で
あ
る
。
長
高
裁
の

υ
場
は
、
光
、
よ
ー
へ
の
金
銭
支

払
い
や
債
権
品
波
時
的
ギ
慨
を
問
わ
ず
、
外
形
的
に
わ
か
り
や
す
い
差
押

え
や
通
知
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
に
上
限
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
υ

執
行
消
脱
を
防
け
す
る
と
い
う
同
点
か
ら
は
疑
問
に
思
う
。

既
述
の
よ
う
に
、
本
件
判
決
は
、
①
〈
ム
判
決
の
み
に
徒
、
っ
と
考
え
て
も
、

⑦
川
司
令
む
判
決
を
含
め
た
流
れ
と
し
て
考
え
て
も
疑
問
点
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
具
体
的
な
解
決
と
し
て
も
問
題
が
あ
る
と
指
摘
き
れ
て
い
る
。
将

来
の
最
前
裁
判
決
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
利
弘
術
量
を
伺
野
に
人
れ
た
併

次
と
本
来
の
制
度
趣
己
円
を
踏
ま
え
た
解
決
が
求
め
ら
れ
る
ο



民事判例研究 (2) 

(
1
)

「
同
破
所
管
財
人
は
本
一
許
脱
退
後
も
、
目
的
債
権
の
設
受
人
の

代
瑚
人
と

L
c
d訟
追
わ
を
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
知
能
児
p

本

件
釘
釈
一
私
法
判
例
リ
マ

i
ク
ス
一
一
り
(
一

C
C六
上
)
一

八
、
一
九
頁
)
。
さ
ら
に
、

Y
ら
の
ギ
仮
に
よ
れ
ば
、

X
は

A
の

冗
料
理
部
長
ご
あ
る
(
民
集
五
九
巻
一
り
一
一

π、一一
π
O頁
)
c

(
2
)

一
口
凶
条
一
点
但
書
の
趣
旨
は
、
「
先
取
特
権
者
の
す
る
布
差

押
に
よ
っ
て
、
第
三
債
務
者
が
金
銭
そ
の
他
の
物
を
債
務
省
に
払

い
波
し
又
は
引
き
渡
す
こ
と
を
禁
止
さ
れ
、
他
方
、
債
務
省
が
第

一
一
債
務
長
か
ら
債
権
を
取
り
げ
て
又
は
こ
れ
を
第
今
五
引
に
議
漉
す

る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
桁
呆
、
物
卜
代
位
の
目
的
と
な
る
債
権
(
以

卜
「
目
的
債
権
」
と
い
う
。
)
の
特
定
性
が
保
持
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
り
、
物
上
代
位
権
の
効
力
を
保
全
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
他
面

目
的
債
権
の
弁
済
を
し
た
第
一
債
務
省
又
は

H
的
債
権
を
譲
り
受

け
若
し
く
は
目
的
債
権
に
つ
き
転
付
命
令
を
得
た
第
二
者
等
が
不

測
の
頃
合
を
絞
る
こ
と
を
防

H
し
よ
う
下
と
す
る
こ
と
に
あ
る
べ

(
3
)

「
先
取
特
格
省
の
す
る
右
差
押
に
よ
っ
て
、
第
一
債
務
省
が
合

銭
そ
の
他
の
目
的
物
を
債
務
占
に
払
波
し
又
は
引
仮
す
こ
と
が
禁

止
さ
れ
、
他
方
、
債
務
円
が
第
一
一
債
務
者
か
ら
債
権
を
取
斗
て
又

は
こ
れ
を
第
三
省
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
止
き
れ
る
結
果
、
物
上

代
位
の
対
象
で
あ
る
債
権
の
特
定
性
が
保
持
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り

物
上
代
位
権
の
効
力
を
保
全
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
他
国
第
三
省

が
不
測
の
組
害
を
絞
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る

か
ら
、
前
一
債
務
者
に
よ
る
弁
凶
又
は
債
務
者
に
よ
る
債
権
の
め

手
引
へ
の
一
議
波
の
場
八
円
と
は
異
な
り
、
中
に
一
般
債
権
者
が
債
務

省
に
対
す
る
債
務
包
我
を
も
っ
て
目
的
債
格
に
つ
き
ゃ
ん
押
命
令
を

取
得
し
た
に
と
と
ま
る
場
介
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
も
は
や
先
取
特

権
計
が
拘
ト
代
位
権
を
わ
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
と
す
べ
き

理
由
は
な
い
と
い
う
べ
主
で
あ
る
」
「
そ
し
て
、
債
務
者
が
般
産

官
吉
決
定
を
そ
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
効
果
の
実
質
的
内

脊
は
、
彼
岸
者
の
所
有
財
産
に
対
す
る
管
理
処
分
権
能
が
剥
守
さ

れ
て
破
産
管
財
人
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
破
p

片
債
権

長
に
よ
る
桝
別
的
な
梓
利
行
使
を
設
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い

う
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
に
よ
り
破
産
朽
の
刷
所
の
所
有
権
が
破
産

財
凶
又
は
破
産
管
財
人
に
該
漉
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な

く
、
こ
れ
を
前
記
般
債
権
者
に
よ
る
ギ
押
の
場
合
と

μ川
す
べ

き
積
極
的
珂
白
は
な
い
じ
し
た
が
っ
て
、
先
取
特
権
者
は
、
債
務

長
が
破
崖
宣
告
決
定
を
受
け
た
後
に
お
い
て
も
、
物
卜
代
位
佐
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
{
}

(
4
)

「
代
位
物
の
特
定
住
が
牛
人
わ
れ
、
物
卜
代
位
惇
が
わ
伎
で
き
な

く
な
る
事
態
に
至
る
の
を
防
け
す
る
こ
と
」

(T)判
決
に
ワ
き
、

遁
荊
内
弘
人
・
川
附
ン
ユ
リ
ス
ト
一
七
ム
川
口
じ
四
、
七
五

向
二

(
日
)
我
妻
げ
木
E

捲
保
物
権
法
(
民
法
講
義
皿
)
-
凶
口
一
石
じ
良
(
一

九
一
一
六
日
波
亭
門
町
)
、
柏
木
山
門
会
l

H
本
多
常
男
『利
保
物
持
法
「
新

版
]
一
八
口
一
八
ハ
頁
(
一
九
七
三
有
斐
悶
)
っ

(
6
)
清
胤
必
司

『物
卜
代
位
の
法
抑
』

一

口

一

口

五

貝

(

九

北法S7(2.2n)78S
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九
七
民
事
法
研
究
ん
ど
、
阿
〈
原
存
評
釈
〉
金
判
二

五
九
頁
。

(
7
)
十
八
連
判
大
正
一
刊
凹
月
七

H
U民
集
二
巻
一

O
九
頁
、

『、正釈

以
内
法
(
八
)
物
権
(
一
戸
口
白
川
(
九
六
五
有
斐
関
)
ハ

(
8
)
道
知
一
内
弘
人
「
賃
料
債
権
に
対
す
る
物
上
代
作
と
賃
料
債
権
の

譲
渡
」
銀
法
五
一
号
九
頁
、
阿

『利
保
物
権
法
[
第
二
版
]
一

五
一
員
(
一

0
0一
台
有
斐
閣
)
、
渡
辺
降
ぺ
〈
本
件
汗
釈
〉
合

法
一
七
凶
心
号
四
、
五
良
、
〕

(
9
)
近
江
宇
治

『民
U
講
義
国
利
保
物
持
[
第
収
]
』
六
凶
貞
(
一

o
o
I
成
丈
立
)

(
日
)
柚
木
・
既
山
川
、
止
(
一
〕
)
二
八
一
白
川
ο

(
U
)
清
原
・
既
同
注

(
6
)
O
四
一
心
五
頁
。

(
ロ
)
地
知
一
内
・
既
山
山
注

(
8
)

E利
保
物
権
法
[
第
二
版
]
「
ハ
立
貝
。

(
門
川
)
制
既
山
沖
(
1
)
一
九
民
、
同
私
法
判
例
リ
マ

l
クス一一一一

号
一
二
、
三
一
員

(
刊
片
)
既
山
川
、
正

(
8
)
治
知
一
内
・
?
ハ
四

R
。

(
日
)
今
回
真
「
動
崖
『
川
口
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
卜
代
位
と
そ
の
日

的
債
権
の
議
一
沌

最
両
裁
平
成
一
七
千
一
月
一
一
日
判
決
を
め

ぐ
っ
て
一
法
学
研
究
(
明
治
学
院
人
学
)
七
九
号
二
仁
、
石
八

ム
川
九
員
。

(
刊
日
)
松
岡
久
和
一
必
ふ
一
評
判
帆
一
民
制
。
巻
六
号
一

0
0
回、

。

一

民
(
J

F
U
)
な
お
、
出
如
一
内
弘
人

目担
保
物
権
法
』
(
一
九
九
ひ

一一一市也九羊) す

は
、
抵
当
権
と
先
取
特
権
の
ド
山
を
解
い
て
い
る
が
(
二
心
頁
)
、

先
取
特
権
に
つ
い
て
は
特
定
住
維
持
説
(
主
同
貝
)
、
抵
当
権
に

つ
い
て
は
優
先
権
保
全
説
二
一
口
一
一
頁
)
に
よ
っ
て
い

る
。
先
取
特
権
の
物
上
代
快
と
違
い
抵
当
権
の
場
合
に
は
、
破
産

に
遅
れ
る
物
代
作
の
た
め
の
芹
押
え
が
で
き
な
く
な
る
と
さ
れ

(
一
一
口
頁
)
、

V
成
。
年
判
決
仕
慌
の
扱
い
(
逝
ん
一
内
・
既
山
(
日
)

一
台
一
百
コ
と
は
川
県
八
な
る
与
え
方
を
し
て
い
る
。

(
刊
日
)
同
同
百
円川
貴
〈
③
評
釈
〉
法
救
二
内
号
一
行
一
ハ
、
一
口
七
頁
。

(
川
口
)
伊
藤
進
〈
一
ゆ
〈
川
J

詳
釈
〉

N
B
L
rハ
一
七
号
八
、
一
回
せ
一
五
負
。

(
剖
)
佐
久
間
弘
道
〈

3
評
釈
〉
銀
法
五
四
八
号
問
、
二
二
百

(
む
)
松
岡
久
相
/
刃
ふ
一
評
釈
γ

民
一
向
一
一
口
巻
六
号
一
ひ
っ
四
、
一

。
一
員
。

(
泣
)
山
野
目
章
夫
ヘ
本
件
評
釈
一
金
法
一
じ
凶
八
号
凶
九
、
五
円
一
白
ハ
。

そ
こ
で
は
、
山
本
克
己
・
後
掲
注
(
お
)
K
B
L
八
心
九
号
二
、

一
四
一
貝
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ご
尚
、
聞
出
剛
ハ
本
刊
一
許
釈
〉
円
以
七

?
ハ
ロ
ー
ハ
号
一
八
頁
は
、
物
上
代
位
の
趣
己
円
と
差
押
え
の
趣
旨
を

μ川
し
て
説
明
す
る
c

(
お
)
山
野
目
・
既
山
注
(
幻
)
I
C
白川。

(
川
社
)
川
畑
既
出
刊
(
i
)
一
九
貞

(
お
)
波
部
u
t
(
本
件
評
釈
(
上
・
十
三
会
法
七
凶
ア
八
回
勺
一
口
、

一
七
凶
ハ
り
一

t
R、
(
上
)
七
四
五
号
一
r
ハ
貝
、
今
尾
真
・

既
山
、
汁
(
日
)
一
正
一
凹
ハ
頁
、
迅
藤
耐
一
郎
〈
本
什
評
釈
〉

銀
法
ハ

1
0
号
七
二
、
七
凶
じ
五
頁
。
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(
お
)
山
本
克
己
戸
本
件
評
釈
〉

N
R
L
八
(
)
九
回
勺
一
、
四
一

五
員
、
山
野
日
敗
同
注
(
お
)
五
つ
頁
参
問
。
な
お
、
第
三
省

が
一
不
測
」
ず
は
な
い
こ
と
か
ら
、
敢
密
に
は
判
例
変
更
が
あ
る

と
す
る
(
山
野
目
有
国
(
)
。

(
幻
)
ア
刊
宅
和
卜
ぷ
ヘ
本
件
評
釈
J

銀
法
i

ハ
四
八
号
れ
万
一一
円
八
、
市
民
と
法

三
六
回
勺
主
九
頁
、
村
信
}
札
〆
本
件
詳
釈
J

判
例
タ
イ
ム
ス
一

九
七
号
八
九
、
九
一
員
。
波
市
・
既
出
所
(
お
)
一
?
ハ
貞
(
た

だ
し
、
「
③
判
決
を
修
正
日
・
変
更
」
し
た
平
成
一
口
年
判
決
に
批

判
的
)
。

(
お
)
山
野
目
・
既
山
注
(
泣
)
五
O
頁
、
下
村
既
山
注
(
幻
)
九

一
貝
、
凶
分
自
之
〈
原
税
評
釈
〉
銀
法
六
凶
六
号
凶
六
、
四
九

五
む
頁
は
、
原
詐
が
債
権
譲
沼
を
「
払
波
し
ま
た
は
引
い
は
し
」
に

含
ま
れ
な
い
と
し
た
L

い
で
、
「
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
卜
代
位
と

債
権
設
波
と
は
、
物
代
休
に
慕
づ
く
や
l

〈
押
命
令
の
第
一
一
債
務
省

に
刈
す
る
送
達
と
債
権
決
波
の
対
抗
注
件
の

R
仰
と
の
前
段
関
係

に
よ
っ
て
そ
の
優
劣
を
決
す
べ
き
対
抗
関
係
に
す
」
っ
と
す
る
も

の
と
し
て
読
め
る
と
す
る
n

そ
し
て
、
段
高
裁
判
決
は
、
「
払
彼

し
ま
た
は
引
一
段
し
」
に
債
権
設
渡
が
含
ま
れ
る
と
解
し
う
る
と
す

る
(
同
五
一
百
九
)
ャ

(
却
)
山
野
目
・
既
山
山
(
泣
)
1
0頁
c

(
仙
川
)
脳
既
出
注
(
1
)
一
八
、
一
九
員
、
遠
藤
既
出
比
(
お
)

じ
一
、
七
四
百
(
ご

(
出
)
小
山
知
「
」
〈
本
件
玉
川
釈
/
法
学
教
室
一
一
口
号
一
八
口
、

八
一
員
。

(
刊
記
)
辺
畑
一
内
・
既
山
山
(
口
)
(
一
白
川
(
九
九
心
)
じ

(
お
)
迅
藤
田
此
山
川
注
(
お

)
t
、
七
回
ヒ
ア
れ
白
川
、
渡
部
此
山

所
(
お
)
(
卜
)
一
七
回
甘
号
一
口
、
一
五
良
)

(
川
社
)
脳
既
出
所
(
日
)
一
ご
一
、
一
三
二
貝
、
既
山
注
(
引
)
山
野
円
・

五
一
頁
。

(
お
)
渡
部
既
山
注
(
お
)
(
下
)
七
四
六
号
一
一
七
、
二
一
頁
υ

(
小
川
)
下
級
事
裁
判
例
と
し
て
京
地
判
干
成
凶
年
五
月
一
ヒ
円
金
法

一
ハ
じ
阿
号
一
一
ハ
頁
は
、
動
作
光
主
の
債
権
者
が
行
ワ
た
転
売

代
金
の
議
波
の
詐
害
行
為
取
消
を
認
め
た
事
案
で
あ
る
、
先
十
Y

が
機
械
を
債
務
官
A
に
阿
倍
一
五
万
円
で
f

刈
り
渡
し
、
そ
の
依

銀
h
xが
債
務
者
A
に
刻
す
る
銀
行
取
引
上
の
債
権
担
保
の
た
め

に
A
が
第
三
債
務
者
B
に
対
し
て
有
す
る
転
川
代
主
債
権
四
億
一

七
八
七
万
刊
に
つ
き
債
権
設
波
を
受
け
た
。
誠
一
位
の
一
う
月
徒
に

Y
が
転
売
代
人
じ
憤
佐
を
物
代
位
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
の
に
対

し、

X
が
第
三
官
異
議
を
申
し
立
て
当
該
転
f
M
債
権
の
帰
属
に
つ

い
て
確
認
を
求
め
た
、
点
点
地
裁
は
、
物
上
代
併
に
よ
る
£
押
え

の
趣
U

円
と
し
て
第
三
債
務
者
保
護
を
述
べ
た
ト
で
、
動
産
売
に
」
は
、

目
的
物
が
JA
却
さ
れ
た
場
作
に
物
上
代
俳
に
草
づ
く
4
l

九
州
え
が
で

き
る
の
で
、
当
該
転
売
代
金
の
識
変
人
と
は
債
停
の
一
重
綱
渡
的

場
合
の
第
一
該
受
人
と
第
一
譲
受
人
に
類
似
す
る
関
係
に
i

止ち、

対
抗
悶
係
に
す
っ
と
し
た
。
し
か
し
、

A
か
ら

X
へ
の
債
権
該
浪

に
つ
い
て
は
、
“
情
校
当
時
A
に
は
合
自
が
あ
り
、
か
つ

A
が
債
務

超
過
で
実
質
的
に
加
資
力
で
あ
り
当
該
債
権
f

説
波
が
詐
古
わ
為
と
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な
る
と
の
認
識
を

X
が
布
〕
て
い
た
と
し
て

Y
の
債
権
の
限
度
で
詐

害
行
為
取
消
に
よ
る
取
泊
を
認
め
た
。

「
幻
)
波
部
・
既
山
山
内
(
釘
)
(
下
)
一
一

O
l

向

[
参
考
文
献
(
本
件
評
釈
と
判
例
研
究
)
]

石
宅
和
夫
ハ
本
件
汗
釈
〉
叩
抗
日
出
ー
ハ
四
八
号
T

計
五
頁
、
今
尾
立
「
動
産

売
買
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
と
そ
の

H
的
債
権
の
品
波

H
目
的

裁
平
成
一
七
司
一
月
一
日
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
研
究
(
明
治

学
院
大
平
)
七
九
号
一
七
頁
、
同
法
救
一
一
口
六
号
川
伸
判
例
セ
レ
ク
ト

-
0
0
4川
・
一
七
百
ハ
、
遠
藤
研
郎
〈
本
刊
一
計
釈
〉
銀
法
六
五
口
口
七

頁
、
遠
藤
時
子
〈
本
件
評
釈
〉
法
律
の
ひ
ろ
ば
計
八
巻
一
心
号
有
ヒ

良
、
卜
村
山
江
〈
本
刊
詐
釈
〉
判
タ
一
九
じ
号
八
九
民
、
中
山
知
己

〈
本
件
汗
釈
〉
法
教
一
つ
ロ
ケ
八
三
回
、
原
同
州
〈
本
件
評
釈
〉
法
セ

ハ
ロ
ハ
号
一
八
百
(
、
堀
龍
児
〈
本
件
評
釈
〉
私
法
判
例
リ
マ

l
ク
ス

一
一
号
(
二
ひ
っ
六

L
[
)

一
八
貝
、
山
封

H
草
卜
ぷ
〈
本
件
評
釈
〉
合

法
一
七
四
八
号
四
九
一貝
、
山
本
克
己
〈
本
刊
一
計
釈
〉

X
B
L
八
口
九
号

一
一
民
、
渡
部
地
〈
本
刊
評
釈
(
上
・
卜
)
〉
令
法
一
七
川
五
口
一
口
、

一
じ
凶
ハ
号
一
一
七
民
、
波
辺
隆
パ
汁
〈
本
刊
一
計
釈
〉
金
法
一
七
四
つ
号

四
頁
、
前
期
い
省
名
・
市
民
と
法
・
三
ハ
ロ
勺
五
九
頁
。

下
級
詐
に
つ
い
と
は
、
白
毛
和
夫
〈
得
一
詐
釈
〉
銀
法
六
一
一
回
り
r
ハ

八
頁
、
川
〈
原
審
一
許
釈
〉
銀
法
六
回
り
号
一
六
氏
、
清
原
栄
司
〈
即
審

評
釈
〉
〈
J

判
一
一
口
五
九
頁
、
凶
分
貴
之
〈
原
審
評
釈
〉
銀
法
f

ハ

四
六
号
四
六
良
、

あ
る
コ脱
稿
後
入
手
し
た
も
の
と
し
て
、
特
定
件
維
持
説
に
ー
止
つ
併
相
郎

〈
本
件
評
釈
〉
大
宮
口

1
レ
ピ

J
1
一
号
八
七
四
、
約
一
債
務
者
保
護

一
副
に
げ
つ
清
原
泰
司
「
動
産
先
取
特
権
の
物
卜
代
位
権
行
使
と
代
作
目

的
債
権
設
一
段
の
優
劣
」
市
山
法
J
子
一
九
番
一
回
勺
一
貝
が
あ
る
ο

(
以
上

0
0六
年
立
月
羽
在
)

平
汁

雄
〈
同
州
市
町
町
釈
〉
銀
法
六
凶
一
口
七
九
頁
が
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